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頁 変更前（ 2 0 2 3 年度）    変更後（ 20 2 4 年度）  備考 

 第五章 重要水防箇所等 第五章 重要水防箇所等  

 第一節 重要水防箇所 第一節 重要水防箇所  

19 

（ 略）  

２  河川 

（ １ ） 国土交通省管理区間         （ 令和５ 年４ 月１ 日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略）  

２  河川 

（ １ ） 国土交通省管理区間         （ 令和６ 年４ 月１ 日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要水防箇

所等の修正

を 踏ま え た

修正 
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21 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ）  愛知県管理区間 

 （ 令和 5 年４ 月１ 日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ）  愛知県管理区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第六章 水防に関連する 予報・ 警報 第六章 水防に関連する 予報・ 警報  

 第一節 水防に関連する 予報･警報の種類と 発表基準 第一節 水防に関連する 予報･警報の種類と 発表基準  
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30 

１  気象及び洪水についての予報・ 警報（ 名古屋地方気象台発表）  

水防に関連する 気象、高潮及び洪水の警報･注意報は、「 注意報」 は

大雨等の気象現象によ り 災害が起こ る おそれのある と き 、「 警報」 は

重大な災害が起こ る おそれのある と き 、「 特別警報」 は重大な災害が

起こ る おそれが著し く 大き い場合に名古屋地方気象台から 発表さ れ

る 。 また、 土砂災害や低地の浸水、 中小河川の増水･氾濫等について

は、実際に危険度が高ま っている 場所が「 キキク ル（ 警報の危険度分

布）」 等で発表さ れる 。 さ ら に、 現象の予告的情報や補完的情報等と

し て気象情報が発表さ れる こ と がある 。  

（ 略）  

（ ３ ） 大雨警報 

大雨によ る 重大な災害が発生する おそれがある と 予想さ れたと き

に発表さ れる 。 大雨警報には、 大雨警報（ 土砂災害）、 大雨警報（ 浸

水害）、 大雨警報（ 土砂災害、 浸水害） のよ う に、 特に警戒すべき 事

項が明記さ れる 。大雨警報（ 土砂災害） は高齢者等の避難が必要と さ

れる 警戒レベル３ に相当する 。  

（ ４ ） 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等によ り 河川が増水し 、 重大な災害

が発生する おそれがある と 予想さ れたと き に発表さ れる 。 対象と な

る 重大な災害と し て、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊によ る 重

大な災害があげら れる 。 高齢者等は危険な場所から の避難が必要と

さ れる 警戒レベル３ に相当する 。  

（ ５ ） 大雨特別警報 

大雨が特に異常である ため重大な災害が発生する おそれが著し く

大き いと き に発表さ れる 。 大雨特別警報には、大雨特別警報（ 土砂災

害）、 大雨特別警報（ 浸水害）、 大雨特別警報（ 土砂災害、 浸水害） の

１  気象及び洪水についての予報・ 警報（ 名古屋地方気象台発表）  

水防に関連する 気象、 高潮及び洪水の警報･注意報は、「 注意報」  

は大雨等の気象現象によ り 災害が発生する おそれのある と き 、「 警

報」 は重大な災害が発生する おそれのある と き 、「 特別警報」 は重

大な災害が発生する おそれが著し く 大き い場合に名古屋地方気象台

から 発表さ れる 。 ま た、 土砂災害や低い土地の浸水、 中小河川の増

水･氾濫等については、 実際に危険度が高ま っている 場所が「 キキ

ク ル（ 警報の危険度分布）」 等で発表さ れる 。 さ ら に、 現象の予告

的情報や補完的情報等と し て気象情報が発表さ れる こ と がある 。  

（ 略）  

（ ３ ） 大雨警報 

 大雨によ る 重大な災害が発生する おそれがある と 予想さ れたと き

に発表さ れる 。 大雨警報には、 大雨警報（ 土砂災害）、 大雨警報（ 浸

水害）、 大雨警報（ 土砂災害、 浸水害） のよ う に、 特に警戒すべき 事

項が明記さ れる 。大雨警報（ 土砂災害） は高齢者等が避難する 必要が

ある と さ れる 警戒レベル３ に相当する 。  

（ ４ ） 洪水警報 

 河川の上流域での降雨や融雪等によ り 河川が増水し 、 重大な災害

が発生する おそれがある と 予想さ れたと き に発表さ れる 。 対象と な

る 重大な災害と し て、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊によ る 重

大な災害があげら れる 。 高齢者等が危険な場所から 避難する 必要が

ある と さ れる 警戒レベル３ に相当する 。  

（ ５ ） 大雨特別警報 

 大雨が特に異常である ため重大な災害が発生する おそれが著し く

大き いと き に発表さ れる 。大雨特別警報には、大雨特別警報（ 土砂災

害）、 大雨特別警報（ 浸水害）、 大雨特別警報（ 土砂災害、 浸水害） の

規定整備 

（ 気象庁内 

規における  

用語法と の 

整合）  
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よ う に、特に警戒すべき 事項が明記さ れる 。災害が発生又は切迫し て

いる 状況であり 、 命の危険が迫っている ため直ちに身の安全を確保

する 必要がある こ と を示す警戒レベル５ に相当する 。  

（ ６ ） 気象情報（ 気象庁発表）  

ア 「 全般気象情報、 東海地方気象情報、 愛知県気象情報」  

気象の予報等について、特別警報・ 警報・ 注意報に先立って注意を

喚起する 場合や、特別警報・ 警報・ 注意報が発表さ れた後の経過や予

想、 防災上の注意を解説する 場合等に発表さ れる 。  

大雨によ る 災害発生の危険度が急激に高ま っている 中で、 線状の

降水帯によ り 非常に激し い雨が同じ 場所で降り 続いている と き に

は、「 線状降水帯」 と いう キーワ ード を使って解説する 「 顕著な大雨

に関する 愛知県気象情報」 と いう 表題の気象情報が府県気象情報、地

方気象情報、 全般気象情報と し て発表さ れる 。  

イ  「 記録的短時間大雨情報」（ 気象庁発表）  

愛知県内で、大雨警報発表中の二次細分区域において、キキク ル（ 危

険度分布） の「 危険」（ 紫） が出現し 、 かつ数年に一度程度し か発生

し ないよ う な猛烈な雨（ １ 時間降水量） が観測(地上の雨量計によ る

観測)又は解析(気象レ ーダーと 地上の雨量計を組み合わせた分析)さ

れたと き に、府県気象情報の一種と し て発表さ れる 。こ の情報が発表

さ れたと き は、 土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・ 氾濫と いっ

た災害発生につながる よ う な猛烈な雨が降っている 状況であり 、 実

際に災害発生の危険度が高ま っ ている 場所については、「 キキク ル

（ 危険度分布）」 で確認する 必要がある 。 愛知県の雨量によ る 発表基

準は、 1 時間雨量 100m m 以上の降水が観測又は解析さ れたと き で

ある 。  

ウ  「 土砂災害警戒情報」（ 愛知県・ 名古屋地方気象台共同発表）  

よ う に、特に警戒すべき 事項が明記さ れる 。災害が発生又は切迫し て

いる 状況で、 命の危険があり 直ちに身の安全を確保する 必要がある

こ と を示す警戒レベル５ に相当する 。  

（ ６ ） 気象情報（ 気象庁発表）  

 ア 「 全般気象情報、 東海地方気象情報、 愛知県気象情報」  

気象の予報等について、 特別警報・ 警報・ 注意報に先立って注意 

を喚起する 場合や、 特別警報・ 警報・ 注意報が発表さ れた後の経過

や予想、 防災上の注意を解説する 場合等に発表さ れる 。  

大雨によ る 災害発生の危険度が急激に高ま っている 中で、 線状の

降水帯によ り 非常に激し い雨が同じ 場所で降り 続いている と き に

は、「 線状降水帯」 と いう キーワ ード を使って解説する 「 顕著な大

雨に関する 愛知県気象情報」 と いう 表題の気象情報が府県気象情

報、 地方気象情報、 全般気象情報と し て発表さ れる 。  

イ  「 記録的短時間大雨情報」（ 気象庁発表）  

愛知県内で、 大雨警報発表中に数年に一度程度し か発生し ないよ

う な猛烈な雨（ １ 時間降水量） が観測(地上の雨量計によ る 観測)又

は解析(気象レーダーと 地上の雨量計を組み合わせた分析)さ れ、 か

つ、 キキク ル（ 危険度分布） の「 危険」（ 紫） が出現し ている 場合

に、 気象庁から 発表さ れる 。 こ の情報が発表さ れたと き は、 土砂災

害や低い土地の浸水、 中小河川の増水・ 氾濫と いった災害発生につ

ながる よ う な猛烈な雨が降っている 状況であり 、 実際に災害発生の

危険度が高ま っている 場所については、「 キキク ル（ 危険度分布）」

で確認する 必要がある 。 愛知県の雨量によ る 発表基準は、 1 時間雨

量 100m m 以上の降水が観測又は解析さ れたと き である 。  

ウ  「 土砂災害警戒情報」（ 愛知県・ 名古屋地方気象台共同発表）  

大雨警報（ 土砂災害） の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ
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大雨警報（ 土砂災害） の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発

生し ても おかし く ない状況と なったと き に、 市⾧の避難指示の発令

判断や住民の自主避難の判断を支援する ため、 愛知県と 名古屋地方

気象台から 共同で発表さ れる 。なお、危険度が高まっている 詳細な領

域は土砂キキク ル（ 大雨警報（ 土砂災害） の危険度分布） で確認する

こ と ができ る 。 危険な場所から 避難が必要と さ れる 警戒レ ベル４ に

相当する 。  

（ 略）  

発生し ても おかし く ない状況と なったと き に、 市⾧の避難指示の発

令判断や住民の自主避難の判断を 支援する ため、 愛知県と 名古屋地

方気象台から 共同で発表さ れる 。なお、危険度が高ま っている 詳細な

領域は土砂キキク ル（ 大雨警報（ 土砂災害） の危険度分布） で確認す

る こ と ができ る 。 危険な場所から 避難する 必要がある と さ れる 警戒

レベル４ に相当する 。  

（ 略）  
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（ ７ ） キキク ル（ 大雨警報・ 洪水警報の危険度分布） 等の種類

と 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ７ ） キキク ル（ 大雨警報・ 洪水警報の危険度分布） 等の種類

と 概要 
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35 （ 略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 略）  
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 第九章 水防に関連する 予報・ 警報 第九章 水防に関連する 予報・ 警報  

 第三節 水位情報周知を行う 水位観測所における 基準水位 第三節 水位情報周知を行う 水位観測所における 基準水位  

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１ )  基準観測所の基準水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ )  基準水位の読替え表 

基準観測所の水位計が被災等によ り 正常に水位を観測する こ と ができ ない

場合は、 近傍の危機管理型水位計の水位によ り 、 水位周知を行う 。 基準観測

所と 危機管理型水位計の対応関係及び危機管理型水位計地点における 基準

水位は下表によ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 


